
民間準拠による給与水準の確定と給与配分

② 確定した全体較差を原資とした給与配分② 確定した全体較差を原資とした給与配分

平成１９年人事院勧告の例。人事委員会においても
基本的には、同様の考え方に基づき、勧告している。

① ラスパイレス比較による全体較差の算出（給与水準の確定）


